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Ａ．研究目的 
  診療ガイドラインはエビデンスを
臨床家に伝え，実践に役立てる重要な
役割を担っている。ガイドラインはエ
ビデンスに基づいて作成されるが、エ
ビデンスの重み付けは状況によって
異なる。このため、ガイドラインは国
際的なコンセンサスと乖離せずに国
内の実情に合わせたものにする必要
性がある。更に、国内でも異なる学会
が類似のクリニカル・クエスチョンに
対してガイドラインを作成する場合
があり、その整合性も求められる。 
 
       Ｂ．研究方法 
  アメリカを含めた各国の診療およ
びガイドラインに関する状況を調べ、
本邦におけるガイドライン作成に還
元する。 
 また、国内での異なる学会によるガ
イドラインの整合性を保つための方
策を検討する。 
 
       （倫理面への配慮） 
患者を対象とした臨床研究も、動物
実験も、本研究では行わない。 
 
       Ｃ．研究結果 
  発展途上国は自国の学会がガイド
ラインを作成するための力がないた
め、国際ガイドラインを使用している。
欧米では自国の学会がガイドライン
を出し、また国際ガイドラインが出て
自国のガイドラインと整合性がとれ
ていない場合は直ちに整合性の検討
を行い、自国のガイドラインを変更し
ない場合にはその理由を含めた声明
を学会から出している。 
 国内での異なる学会によるガイド
ラインの整合性については、多くの学
会がメンバーとなっている日本医学
会連合において整合性がとれるよう
なガイドライン作りを推進すること

が適切と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｄ．考察 
  診療ガイドラインは、科学的根拠に
基づき、系統的な手法により作成され
た推奨を含む文章であり、患者と医療
者を支援する目的で作成され、臨床現
場における意思決定の際に、判断材料
の一つとして利用される。日本の学会
は科学的レベルが高く、独自のガイド
ラインを作成することが出来ている
が、学会の間あるいは他の国のガイド
ラインとの間で整合性に問題がある
場合は、利用する側が判断に苦しむこ
とになる。 
 
Ｅ．結論 
 ガイドラインを作成する学会は他
のガイドラインとの整合性に注意を
払いつつ、整合性を保つことが適切で
はないと判断した場合はその理由を
明記して、ガイドラインを利用する側
がいずれのガイドラインを利用する
のが適切か判断できるようにするこ
とが望ましい。 
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 要旨 

ガイドラインに採用するエビデンスの重み付けは状況によって異なること
があり、作成時にはガイドライン間の整合性への留意が必要である。 


